
「爆音甘受」暴言、外来機Ｆ１６戦闘機の大挙飛来等に対する意見書 
 
 ５月１０日、米空軍嘉手納基地から訓練に出た米海兵隊第３１海兵遠征部隊所属
のＡＶ８Ｂハリアー垂直離着陸攻撃機が長さ４０センチ、幅１０センチの航空機
の抵抗を抑える金属製パネルを落下させて帰還する事故が発生した。 
 ハリアー機は４月にも胴体着陸する事故を起こしており、今回の事故も一歩間
違えれば人命にかかる重大事故にもつながるものであり、同機の飛来の中止を強
く求める。これまでの事故発生に対する原因究明、再発防止策の公表を厳しく求
めたい。 
 ５月１６日から１８日まで嘉手納基地では拡声器、サイレン、模擬爆発装置を
使用した即応訓練が実施され、戦争への不安と恐怖心をかりたて被害を与えてい
る。 
 また、６月８日から２週間の予定で在韓国米軍クンサン空軍基地所属のＦ１６
戦闘機が１２機飛来し、嘉手納基地のＦ１５戦闘機と共同訓練を実施。Ｆ１６機
は昨年１～２月にも一時移駐し、訓練を行ない、１１０.８デシベルの猛爆音の被
害を町民に与えている。 
 一方、事故多発で危険な米海兵隊ＭＶ２２オスプレイ垂直離着陸輸送機の配備
で防衛省はモロッコでの墜落事故の原因究明で「人為的ミスで、機体の安全性に
何ら問題はない」との米軍発表をうのみにし、普天間配備を強行しようとしてい
る。普天間配備は、オスプレイの嘉手納基地飛来に連動するものであり、あらた
めてオスプレイの配備を断固拒否するものである。 
 このようなときに国、防衛省は、５月１０日、第３次嘉手納基地爆音差し止め
訴訟の第３回口頭弁論で「国の移転補償を使わずに基地周辺に住み続ける住民は
米軍機の騒音を甘受すべきである」と暴言を労している。 
 この暴言は、裁判で限度をこえる爆音の違法性を指摘された国が、その政治的
責務を果たさずに、町民の３人に１人の原告や町民、基地周辺の県民を冒とくし、
地域コミュニティーの破壊、基本的人権を無視する重大な差別的発言であり、絶
対容認できず、断固抗議し、その撤回を強く求めるものである。 
 これらの米空軍嘉手納基地にかかる事故、訓練激化、オスプレイ配備、「爆音甘
受」論はいずれも町民、県民に大きな被害を及ぼすものであり、断じて容認でき
ず、厳しく抗議するものである。 
 よって、嘉手納町議会は、町民の生命と安全、財産、生活環境を守る立場から
下記事項の実現を強く求めるものである。 
 

記 
 
１ ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機の飛来禁止、安全管理、整備点検の徹底、事故原因

の究明、再発防止策を公表すること。 
２ 米空軍嘉手納基地での即応訓練を今後一切中止すること。 
３ 外来機Ｆ１６戦闘機による共同訓練を直ちにやめ、嘉手納基地からＦ１６戦

闘機を退去させること。 
４ ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備を中止し、嘉手納基地への飛来をやめ

ること。 
５ 第３次嘉手納基地爆音差し止め訴訟での「爆音甘受」論を国は直ちに撤回す

ること。 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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外来機Ｆ１６戦闘機の大挙飛来等に対する抗議決議 
 
 ５月１０日、米空軍嘉手納基地から訓練に出た米海兵隊第３１海兵遠征部隊所属
のＡＶ８Ｂハリアー垂直離着陸攻撃機が長さ４０センチ、幅１０センチの航空機
の抵抗を抑える金属製パネルを落下させて帰還する事故が発生した。 
 ハリアー機は４月にも胴体着陸する事故を起こしており、今回の事故も一歩間
違えれば人命にかかる重大事故にもつながるものであり、同機の飛来の中止を強
く求める。これまでの事故発生に対する原因究明、再発防止策の公表を厳しく求
めたい。 
 ５月１６日から１８日まで嘉手納基地では拡声器、サイレン、模擬爆発装置を
使用した即応訓練が実施され、戦争への不安と恐怖心をかりたて被害を与えてい
る。 
 また、６月８日から２週間の予定で在韓国米軍クンサン空軍基地所属のＦ１６
戦闘機が１２機飛来し、嘉手納基地のＦ１５戦闘機と共同訓練を実施。Ｆ１６機
は昨年１～２月にも一時移駐し、訓練を行ない、１１０.８デシベルの猛爆音の被
害を町民に与えている。 
 一方、事故多発で危険な米海兵隊ＭＶ２２オスプレイ垂直離着陸輸送機の配備
で防衛省はモロッコでの墜落事故の原因究明で「人為的ミスで、機体の安全性に
何ら問題はない」との米軍発表をうのみにし、普天間配備を強行しようとしてい
る。普天間配備は、オスプレイの嘉手納基地飛来に連動するものであり、あらた
めてオスプレイの配備を断固拒否するものである。 
 これらの米空軍嘉手納基地にかかる事故、訓練激化、オスプレイ配備はいずれ
も町民、県民に大きな被害を及ぼすものであり、断じて容認できず、厳しく抗議
するものである。 
 よって、嘉手納町議会は、町民の生命と安全、財産、生活環境を守る立場から
下記事項の実現を強く求めるものである。 
 
 

記 
 
 
１ ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機の飛来禁止、安全管理、整備点検の徹底、事故原因

の究明、再発防止策を公表すること。 
２ 米空軍嘉手納基地での即応訓練を今後一切中止すること。 
３ 外来機Ｆ１６戦闘機による共同訓練を直ちにやめ、嘉手納基地からＦ１６戦

闘機を退去させること。 
４ ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備を中止し、嘉手納基地への飛来をやめ

ること。 
 
以上、決議する。 
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